
 

 

 

 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション運営規程 

 

第 1 条 医療法人社団三秀会 青梅三慶病院（以下当院という）が実施する指定訪問リ

ハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの適正な運営を確保す

るために人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 要介護状態又は要支援状態にある者（以下「要介護者等」という）に対し、適    

正な指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションを提供

することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条  

（１）当院が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーショ

ンの従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

（２）指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの実施にあた

っては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となるこ

との予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーション

を計画的に行う。 

（３）指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの実施にあた

っては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービス

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第４条 名称及び所在地は、次の通りとする。 

（１）名 称 ： 医療法人社団三秀会 青梅三慶病院 訪問リハビリテーション 

（２）所在地 ： 東京都青梅市大柳町 1412 番地 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの従業者の

職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。 

（１）管理者   1 名 

管理者は、指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの

従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行う。 

（２）従業者の職種及び員数 

理学療法士  2 名（常勤 2 名 非常勤 0 名） 

作業療法士  3 名（常勤 2 名 非常勤 1 名） 

言語聴覚士  1 名（常勤 1 名 非常勤 0 名） 

従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指

定訪問リハビリテーションを提供する。 



 

 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日：月曜日から土曜日までとする。 

但し、国民の祝日、振替休日、１２月３１日から１月３日までを除く。 

（２）営業時間：午前９時から午後５時３０分までとする。 

但し、サービス提供時間は、午前９時より移動開始、午後５時２０分までに

移動終了となるため、そのサービス提供時間は、訪問リハビリテーションサ

ービスを提供する区域によって移動時間を考慮するものとする。 

 

（利用料等その他の費用の額） 

第７条  

（１）指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションを提供した場

合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定訪問リハビリテーション

及び介護予防訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスである時は、利用

料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。利用料、

その他の費用の額は、別紙料金表の通り。 

（２）通常の事業実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費に

ついては、次の額を徴収する。 

通常の実施地域を越えて１０ｋｍ以内・・・１５０円 

上記より５ｋｍ増すごとに・・・・・・・・１００円加算 

（３）前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に事前に文書で説

明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の業務を実施する地域は、青梅市全域とする。 

 

   （個人情報の秘密保持） 

第９条  

（１）従業者は業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密については、利用者また

は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契

約中及び契約終了後、第三者に漏らすことを禁じ、従業者は文書により利用者ま

たはその家族の同意を得た場合には、居宅介護支援事業者との連絡調整その他必

要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができる。 

（２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従

業者との雇用契約の内容とする。 

 

（苦情処理） 

第１０条 当院は、提供した指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテ

ーションに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。 

 

 



 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条  

（１）当院は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリ

テーションの提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じる。 

（２）当院は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

（３）当院は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリ

テーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行う。 

 

（非常災害対策） 

 第１２条  

 （１）震災など非常災害によって損なわれる当事業所の機能を、実行可能な事前準備。 

    ・発災後の優先順位に基づいた事業継続計画（BCP）を策定することで、維持・ 

     回復に努める。従業者で周知し行動する。 

 （２）当院で定めた非常災害に対する定期的な避難・救出その他必要な訓練を行うも 

    のとする。 

 

  （職場におけるハラスメントについて） 

 第１３条  

 （１）職場において業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により従業者の就業環境

が害されることを予防するための方針を明確化し、従業者へ周知・啓発をする。 

 （２）ハラスメントに対する研修を実施する。 

 （３）相談に対応する担当者・窓口を定め、従業者に周知する。 

 

  （虐待防止） 

 第１４条 

 （１）高齢者の尊厳の保持・人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高い虐

待の発生及び再発を防止するため、虐待防止に係る対策を検討するための委員

会を定期的に開催し従業者へ周知する。 

 （２）虐待防止の指針を整備するとともに、従業者に対して研修を定期的（年１回以

上）に実施する。 

 （３）前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定め、従業者に周知する。 

 

  （身体拘束等の禁止） 

 第１５条 

 （１）サービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いま

せん。ただし、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合は、この限りではありません。 

 （２）前項ただし書きの規定に基づき身体的拘束等行為を行った場合には、当事業者

は直ちに、その日時、様態、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、

当該行為が必要と判断した職員及び当該行為を行った職員等の氏名その他必要

事項について、サービス提供記録表等に記録します。 



 

 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１６条 従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整

備する。 

（１）採用時研修 採用後 ２ヶ月以内 

（２）継続研修  諸制度改定時や業務上必要な事例が生じた時に随時 

（３）この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人（個人）の病院又は

診療所が定めるものとする。 

 

附 則 

この規定は、令和６年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション料金表 

（地域区分 ３級地：１０．８３円／単位） 

１ 指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

【基本報酬】 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

訪問リハビリテーション（介護） ３０８単位／回 ３,３３５円 

１割：３３３円 

２割：６６７円 

３割：１,０００円 

 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

介護予防訪問リハビリテーション 

（支援） 
２９８単位／回 ３,２２７円 

１割：３２２円 

２割：６４５円 

３割：９６８円 

 

２ 指定訪問リハビリテーションの加算 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

短期集中リハビ

リテーション加

算 

退院・退所日又は新た

に要介護認定を受けた

日から 1 月超 3 月以内 

＋２００

単位／日 
２,１６６円 

１割：２１６円 

２割：４３３円 

３割：６４９円 

認知症短期集中

リハビリテーシ

ョン加算 

退院日又は訪問開始日

から 3 月以内 

＋２４０

単位／日 
２,５９９円 

１割：２５９円 

２割：５１９円 

３割：７７９円 

 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

移行支援加算 ＋１７単位／１日 １８４円 

１割：１８円 

２割：３６円 

３割：５５円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋６単位／１回 ６４円 

１割：６円 

２割：１２円 

３割：１９円 

中山間地域等居住者サービス

提供加算 

＋５／１００単位／

１回 
※単位数に応じて変動 

退院時共同指導加算 ６００単位 ６,４９８円 

１割：６４９円 

２割：１,２９９円 

３割：１,９４９円 

 

 

 



 

 

３ 指定訪問リハビリテーション減算 

内   容 単位 

事業所医師がリハビリテーション計画

の作成に係る診療を行わなかった場合 
－５０単位／１回 

 

４ 介護予防訪問リハビリテーションの加算 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

短期集中リハビ

リテーション加

算 

退院・退所日又は新た

に要介護認定を受けた

日から 1 月超 3 月以内 

＋２００

単位／日 
２,１６６円 

１割：２１６円 

２割：４３３円 

３割：６４９円 

認知症短期集中

リハビリテーシ

ョン加算 

退院日又は訪問開始日

から 3 月以内 

＋２４０

単位／日 
２,５９９円 

１割：２５９円 

２割：５１９円 

３割：７７９円 

 

内   容 単位 介護報酬額 
自己負担額 

（１～３割） 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋６単位／１回 ６４円 

１割：６円 

２割：１２円 

３割：１９円 

中山間地域等居住者サービス

提供加算 

＋５／１００単位／

１回 
※単位数に応じて変動 

退院時共同指導加算 ６００単位 ６,４９８円 

１割：６４９円 

２割：１,２９９円 

３割：１,９４９円 

 

５ 介護予防訪問リハビリテーションの減算 

内   容 単位 

事業所医師がリハビリテーション計画の

作成に係る診療を行わなかった場合 
－５０単位／１回 

利用開始月から１２月を超えた期間に 

訪問リハビリテーションを実施した場合 
－３０単位／１回 

 


